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次期草津市地球温暖化対策実行計画 素案（たたき台）  

庁内照会(R6.8.30〜R6.9.13)での意見と対応 

 

No. 回答所属 意見 

対応 

（ページ番号は資料３ 

計画(案)に対応） 

1 企画調整

課 

現在策定している第６次草津市総合計画第２期基本

計画の記載内容と整合が図れていることを確認して

ほしい。 

草津市の概要（p21）な

ど、総合計画と整合性が図

れているか確認しつつ策定

を進めた。 
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男女共同

参画セン

ター 

・「皆さん、エコ活動（エコアクション）って聞いた

ことありますか？」の「～って」という表現はくだ

け過ぎているので、「～という言葉を」に改めるべき

ではないか。 

・「置き配バッグの設置などになります。」の「～に

なります」という表現は、変化が伴っていないもの

に対して用いることは不適切であるため、「～が対象

です」に改めるべきではないか。 

ご指摘のとおり修正した。

（p61） 

下のたび丸のイラストによって吹き出し内の文章が

分断されている。 

たび丸のイラストによって

文章が分断されないよう修

正した。（p65） 

取組内容で「電動車をを導入。」は「電動車を導

入。」に修正すべきではないか。 

誤植であり、修正した。

（p84） 

3 広報課 表内のコントラスト調整（明度を変えて視認性を上

げる）。 

ご指摘のとおり修正した。

（p14等） 

色数減らす。 ご指摘のとおり修正した。

（p11） 

見分けやすい配色を選ぶ。 ご指摘のとおり修正した。

（p14〜p15） 

文字下の背景色を薄くするか線で囲む。 ご指摘のとおり修正した。

（p16等） 

グラフに境界線を加える。 

※「わかりやすい印刷物の作り方」、「デザイン変更

例」参照 

ご指摘のとおり修正した。

（p34等） 

4 農林水産

課 

草津市での環境保全型農業直接支払交付金の実施面

積の過去３年間の伸び率(1.3)を活用し、進捗管理指

標としていただきたい。 

 

ご指摘のとおり対応する。

進捗管理指標としては、

2030(R12)年度の数字のみ

計画に記載するようにす

る。（p63） 

資料６ 
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5 健康福祉

政策課 

「草津市健幸都市基本計画」は計画期間が終了して

いるため、削除願う。 

また、上記計画に代わるものとして「草津市健幸都

市づくり基本方針」を策定しており、総合計画を補

完する位置づけとしているので、追加をお願いした

い。 

ご指摘のとおり修正した。

（p31） 

6 都市計画

課 

工程矢印「草津市立地適正化計画に基づく取組の推

進」のところで、（低炭素型の都市構造の実現）と付

しているところを、（集約型都市構造の実現）に修正

いただきたい。 

（立地適正化計画は低炭素型の都市構造の実現を目

的とした計画ではなく、コンパクトシティを目的と

した、集約型都市構造への転換を目指した計画であ

るため） 

ご指摘のとおり修正した。

（p80） 

7 都市地域

戦略課 

①草津市では、産業拠点振興型の地区計画策定によ

る企業誘致を模索しており、そうなった場合市街化

調整区域の田んぼ等が工場等に変わることになる。

そうなった場合それが市域としての CO2増加に寄与

すると思われる。 

②滋賀県道路整備アクションプログラムにおいて令

和 7年度開通目標である山手幹線が開通することで

草津市内の渋滞が緩和され、自動車の滞留が減少し

CO2削減に寄与すると思われる。 

以上 2点は温暖化効果ガスの排出予測に大きな影響

を与えると思われることから、それらを考慮した予

測にすべきではないか。 

ご指摘の事象は CO2排出

量に影響を及ぼすことは考

えられるが、本計画では環

境省のマニュアルに基づ

き、温室効果ガス（CO2）

の排出量推計を行った

（p36〜p38）。 

8 建築政策

課 

【分析内容】 

① 付加価値額：所得や税収の源泉となり、地域全体

の稼ぐ力の大きさを表す」の文末句点が抜けてい

る。 

ご指摘のとおり修正した。

（当該箇所は非公表予定の

別冊資料へ移動） 

【取組内容】エネルギー基本計画等において、２０

３０年度以降新築される住宅・建築物について、Ｚ

ＥＨ・ＺＥＢ基準の水準の省エネルギー性能の確保

を目指すとされていること等を踏まえ、「低炭素住宅

および長期優良住宅等の認定制度の啓発」について

も取組内容に加えていただきたい。 

ご指摘のページの市の工程

に左記文言を加えた矢印を

追加した。（p73） 

【工程表】「草津市住生活基本計画に基づく啓発等」

⇒削除 

業務部門については、草津市住生活基本計画の守備

範囲外と考えるため（ただし、事業者に不動産賃貸

ご指摘のとおり修正した。

（p60） 
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業が含まれるのであれば守備範囲内になるため、下

記と同様の修正をお願いしたい）。 

【工程表】「草津市住生活基本計画に基づく啓発等」

⇒「草津市住生活基本計画に基づく取組の推進（環

境に優しい住宅の普及促進）」 

都市計画部内で記載を統一するため（都市計画課

「草津市立地適正化計画に基づく取組の推進（集約

型低炭素型の都市構造の実現）」） 

ご指摘のとおり修正した。

（p72〜p73） 

 


